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旧民俗文化センタ-収蔵庫への資料搬入作業について

埼玉県教育局市町村支援部文化資源課

日頃、本県の文化財行政の実施にあたりましては、多大な御理解、御協力をい

ただきありがとうございます。

埼玉県文化資源課では、県内の遺跡から出土した資料の一部について、一時的

に旧民俗文化センター(加倉 5丁目)の収蔵庫に保管いたします。

つきましては、旧民俗文化センターへの搬入作業を下記の通り実施させていた

だきますのでお知らせいたします。

なお、作業の実施に当りましては交通安全、騒音等に十分配慮、して行います。� 

1搬入作業実施目

令和� 2年� 2月25日(火) -----3月� 19日(木)の間の� 10日間程度(平日日中)

※具体的な日程が決まりましたら旧民俗文化センタ一入口に掲示いたします� 

2 槌入資料

発掘調査により県内の遺跡から出土した土器や石器の破片類� 

3 搬入量� 

4トントラックのべ約� 35台分(作業を行う日� 1日当たり� 3-4台)� 

4 その他

・卜ラックの出入り時には安全確認のため入口に職員を配置します 

.搬入ルー卜は下の搬入ルー卜の通りとなります

-騒音やほこりなどが発生しないよう注意しながら作業を行います。
 

5お問い合わせ先

埼玉県教育局市町村支援部文化資源課史跡埋蔵文化財担当

〒 33 0 -9 301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
電話� o4 8 -8 3 0 -6 9 8 8 Fax: 0 4 8 -8 3 0 -4 9 6 5 
メール� :a6910@pref.saitarna.lg.jp 

| 搬入ルー卜� | 

…・・・・・令搬入ルート

http:rna.lg.jp

